
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  グループ会社共催のパーティー費用 

Ｑ：当社は、このたび新製品発表パーティ

を開催する予定ですが、その費用の一部を子

会社にも負担させようと思っています。この

場合の取扱いはどうなりますか？                              

  

Ａ：実際に費用を負担した会社の交際費等

として取り扱われます。 

【解説】 

交際費課税は、その支出方法、名義のいか

んを問わず、実質的に会社が負担したものを

交際費等として取り扱うこととしていますの

で、たとえば、２以上の会社が共同して接待、

供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

をして、その費用を分担したという場合であ

っても、その費用を分担したそれぞれの会社

が交際費等の支出をしたものとして取り扱わ

れることとされています。 

したがって、ご質問のように、親会社が子

会社等とパーティーを共催する場合において、

親会社が幹事会社になり、子会社等にその費

用を負担させる方法をとっているときは、そ

の子会社が支払う負担金は、その子会社の交

際費等として取り扱われることになります。 

ただし、この場合には、次の点に注意する

必要があります。 

①子会社が負担する行為、負担方法、負担額

に経済的合理性があること 

②共同でパーティーを行うこと及びその方法

について当事者間で事前協議がなされている

こと 
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